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会会会会    津津津津    坂坂坂坂    下下下下    町町町町    

令和２年３令和２年３令和２年３令和２年３月月月月    

 日常生活の中で、「男だから・・・、女だから・・・」と“当たり前”と思われて

いることに疑問を感じたら、「男女共同参画」について少しだけ考えてみませんか？ 



 

は じ め に 

 

すべての町民が個人として尊重され、責任を

分かち合い、一人ひとりが自己の能力を十分に

発揮できる社会の実現は、本町にとって重要な

課題です。 

 

本町では、平成２１（2009）年に「あいづば

んげ男女共同参画プラン」を策定し、その後、

平成２６（2014）年に改定を行い、男女共同参

画社会の実現を目指した取組みを進めてきまし

た。 

しかしながら、平成３１年４月に実施した「男女共同参画に関する意識調査」では、

家庭や地域において、男女の不平等感が依然として強く残っていることが浮き彫りにな

りました。 

こうした状況を踏まえ、本町では、さらに実効性を高めるため、このたび新たに「女

性活躍推進法市町村推進計画」と「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画」を盛り込んだ形で、本プランの改定を行いまし

た。 

 このプランの推進にあたっては、行政だけでなく、町民、事業所、関係機関の皆さま

と連携し、積極的に取り組むことが重要であり、皆さまのなお一層のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 最後になりましたが、プラン改定に際しまして、貴重なご意見やご提案をいただきま

した会津坂下町男女共同参画プラン策定委員会委員、ワーキンググループ委員の皆さま

をはじめ、調査にご協力いただいた町民の皆さま、事業所の皆さま、そして多くの関係

者の皆さまに心から御礼申し上げます。 

 

令和２（２０２０）年３月 

   会津坂下町長  齋齋齋齋    藤藤藤藤    文文文文    英英英英 
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第１章 基本的な考え方 

 
現在、私たちを取り巻く社会は、急激に変化しています。 

本町においても、少子高齢化が急速に進み、経済成長の低下や社会保障制度における

現役世代の負担増加など、これまで整備した社会資本の維持が困難になることが予想さ

れます。 

こうした状況を乗り越えるため、本町では、第六次会津坂下町振興計画において「人

口が減少しても活力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち」を基

本コンセプトとして掲げました。これを実現するためには、町民一人ひとりが、その個

性と能力を存分に発揮できる社会を作ることが緊要であり、そのような社会こそが男女

共同参画社会であるといえます。 

 もとより人は誰もが一人の人間として尊重され、伸びやかで充実した人生を送る権利

があります。また、社会の構成員として等しく政策・方針決定過程に参画し、責任を担

うことが必要です。「男女共同参画社会の形成」は、こうした人権の確立、民主主義の

実質化のために不可欠です。 
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図図図図表表表表 年齢年齢年齢年齢３３３３区分別人口区分別人口区分別人口区分別人口のののの推移推移推移推移（（（（会津坂下町会津坂下町会津坂下町会津坂下町））））

生産年齢

人口

年少人口

老年人口

推計値推計値推計値推計値27,826人

17,360人

会津坂下町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」より

（１）੬ુ社会のਏ性 

総人口 

11,157 人 

5,227 人 

4,746 人 

1,184 人 

※男女共同参画社会の形成とは 

 「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成すること」と定義されています。 
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①世界の動き①世界の動き①世界の動き①世界の動き 

 1975 年 「国際婦人年」「世界行動計画」採択 

1976 年 「国際婦人の 10 年」開始 

 1985 年 「国際婦人の１０年世界会議（ナイロビ）」 

「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 

 1995 年 「第４回世界女性会議（北京）」「北京宣言及び行動網領」採択 

 2012 年 「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議を採択 

  

②国の動き②国の動き②国の動き②国の動き    

 1975 年 国内本部機構「婦人問題企画推進本部」設置 

 1977 年 「国内行動計画」策定 

 1985 年 「雇用の分野における男女の均等な機会及び女子労働の福祉の増進に関する

法律（男女雇用機会均等法）」成立、「女子差別撤廃条約」批准 

 1991 年 「育児休業法」成立 

 1999 年 「男女共同参画社会基本法」成立 

 2000 年 「男女共同参画基本計画」策定 

2001 年 「配偶者暴力防止法」成立 

 2005 年 「男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

 2010 年 「第３次男女共同参画基本計画」策定 

 2015 年 「第４次男女共同参画基本計画」策定 

      「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」成立 

 

③県の動き③県の動き③県の動き③県の動き    

 1978 年 青少年婦人課を設置 

 1983 年 「婦人の地位と福祉の向上のための福島県計画」策定 

 1994 年 「ふくしま新世紀女性プラン」策定 

 2001 年 「ふくしま男女共同参画プラン」策定 

 2005 年・2009・2012 年 「ふくしま男女共同参画プラン」改定 

 

④会津坂下町の動き④会津坂下町の動き④会津坂下町の動き④会津坂下町の動き    

 1993 年 男女共同参画型社会形成推進委員会設置 

 1997 年 「会津坂下町女性行動計画」策定 

 2000 年 「会津坂下町女性行動計画推進会議」設置 

 2009 年 「あいづばんげ男女共同参画プラン」策定 

 2014 年 「あいづばんげ男女共同参画プラン」改定 

 2020 年 「あいづばんげ男女共同参画プラン」改定  

（２）プラン改定の背景 
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男女共同参画社会形成の必要性を踏まえ、このプランの基本理念を次のとおりとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

具体的には、次のような社会です。 

○ すべての人が性別による差別的取扱いを受けることなく、互いの性と人権を尊

重しあう社会 

○ 個人が性別にとらわれることなく、その個性に応じて、主体的に生き方を選択

でき、その選択が尊重される社会 

○ 男女が社会のあらゆる領域における政策・方針決定の場に共同参画できる社会 

○ 誰もが性別にとらわれることなく、家庭・職場・地域における活動と責任を担

うことができる社会 

○ 一人ひとりが地球市民として多様な価値観を受容し、世界の人びとと連帯して

共生できる社会 

 

 

 

 

本プランの基本理念を施策展開につなげていくため、次の４つを計画の基本目標と

し、施策を体系づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）プランの基本৶

（４）プランの基本目標

すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、    

自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、    

あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会    

基本目標Ⅰ 人権を尊重するこころを育む 

基本目標Ⅱ 対等な立場で社会を担う 

基本目標Ⅲ 働きやすい環境を整える【女性活躍推進法市町村推進計画】 

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる社会を築く 
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本プランは、第六次会津坂下町振興計画や会津坂下町まち・ひと・しごと創生人口ビ

ジョン・総合戦略をはじめとする各種計画との整合性を図りつつ、男女共同参画社会の

実現に向けた事業を展開するための計画です。 

また、この計画は、平成２７年８月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」に基づく本町における推進計画、及び「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」に基づく本町における基本計画を含みます。 

 

 

 

 

 本プランの計画期間は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年

間とします。 

 なお、施策の成果や社会情勢の変化により、必要に応じて計画の見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）プランの性格と位置づけ

（６）プランの期間

○ジェンダー：○ジェンダー：○ジェンダー：○ジェンダー：社会的、文化的につくられた性差のこと。生物学的な性差（セックス）

に対して、これと区別するため、国際的にも広く使用されることになった概念・用

語。ジェンダーの具体例としては、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役

割分担や、「男性は女性より偉い」などの偏見が挙げられる。 

○エンパワーメント：○エンパワーメント：○エンパワーメント：○エンパワーメント：力をつけること。個々の男女が自ら意識と能力を高め、政治的、

経済的、社会的及び文化的に力を持った存在になること。 

○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：○ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：人生の各段階において、仕事、

家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など様々な活動について、自らの希望に沿

った形でバランスを取りながら展開できる状態のこと。 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）：自らの意

思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮され、

豊かで活力ある社会の実現を目的として平成２７年８月に成立した法律。 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止

法）：法）：法）：法）：配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。
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すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、すべての町民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、    

自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、    

あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会あらゆる分野に、ともに参画し、責任を担う社会    
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第２章 プランの内容 

 

基本目標Ⅰ 人権を尊重するこころを育む               ・・・P７ 
 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅱ 対等なয়場で社会を担う               ・・・P１１ 
   
 
 
 
 

基本目標Ⅲ 働きやすい環境を整える岧匩性活ඩ推進১市町村推進計画】・・・P１５ 
 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる社会を築く              ・・・P１９ 

 
 

 

 

  

男女共同参画社会の基礎となるのは、互いの違いを認め合い、

多様な生き方を尊重し合える一人ひとりの「こころ」です。 

固定観念によって、自分や相手の選択肢や可能性をせばめてい

るという問題の本質に気づくことが大切です。 

町民一人ひとりが抱えている問題は、それぞれ違います。 

当事者でないとわからない不安や悩みはたくさんあります。 

多様なニーズに応えるためには、多様な人の参画が必要です。 

生産年齢人口減少による労働力の不足や、ニーズの多様化・グ

ローバル化など、私たちを取り巻く社会は急速に変化しています。 

社会の変化に対応するためには、一人ひとりの能力や個性を最

大限に発揮できる環境整備が不可欠です。 

活躍の場が広がる一方で、社会から求められる役割の多さに余

裕をなくしてしまう人もいます。すべての人が、自分らしくいき

いきと活躍できるよう、支援体制の構築が必要です。 
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≪プラン≪プラン≪プラン≪プラン策定策定策定策定ワーキンググループでのワーキンググループでのワーキンググループでのワーキンググループでの意見意見意見意見≫≫≫≫    

 ワーキンググループで、町民意識調査の分析をしたところ、「慣習・しきたり」におけ

る男女の地位の平等について、様々な意見が出ました。 

 

● 家庭生活において、“男性のほうが優遇されている”と感じている町民が男女ともに多くいま

す。また、慣習・しきたりにおいて、“男性のほうが優遇されている”と感じている町民の割合

は、１０年前と比べて、男性では２割、女性では３割増加しています。 

男女の固定的な役割意識やそれに基づく制度や慣習などが根強く残っているようです。長い年

月をかけて形成された意識を変えにくいこともありますが、啓発活動を継続することが大切で

す。 

● 教育の場において“平等”と感じている町民の割合は、男女ともに７割を超えており、１０年

前と比較すると、２割程増加しています。 

教育の場においては、これまでの取り組みに対する成果が現れているため、今後も継続して、

男女平等・人権尊重の教育を推進していくことが必要です。 

● DV（配偶者等からの暴力）を受けたことがある町民のうち、“どこにも相談しなかった”と回

答している人も少なくありません。相談しなかった理由は、「自分が我慢すればいい」「相談して

も無駄」「相談するほどのことではないと思った」等が多く、一人で悩む方が多いようです。そ

のため、深刻化する前に、早めに対処できる体制が必要です。 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

啓発活動の成果の現れで、 

今まで“当たり前”だと思っ

ていたことが、“当たり前では

ない”と気づいた人が 

増えたのかな？ 

昔から変化がない

から不満が現れた

のかも・・・。 

年代や育ってきた環境

によって、考え方や 

感じ方は全然違うよね。 

物事のとらえ方は十人十色です。多様な人の意見を聞くことが大切です。 

基本目標 Ⅰ 人権を尊重するこころを育む 

どうして 

「男性優遇」と 

感じる人が 

増えたんだろう？ 
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男性優遇

23

1

3

23

11

どちらかと

いえば

男性優遇

48

14

14

51

29

平等

17

73

48

16

21

どちらかと

いえば

女性優遇

3

7

1

1

女性優遇 わからない

6

10

28

8

34

無回答

1

2

1

1

凡例

家庭生活

学校教育

学校教育

（平成２０年）

慣習・しきたり

慣習・しきたり

(平成２０年）
３

女女女女 性性性性

（凡例）

Ｑীで、੬の位はಉにな峍ているとઓいますか？（Ｒ１ড়ਔ調ਪより） 

0

男性優遇

11

3

2

13

7

どちらかと

いえば

男性優遇

34

4

6

43

27

平等

39

75

56

30

34

どちらかと

いえば

女性優遇

6

3

8

3

2

女性優遇

5

1

5

わからない

10

14

23

9

24

無回答

1

1

1

凡例

家庭生活

学校教育

学校教育

（平成２０年）

慣習・しきたり

慣習・しきたり

(平成２０年）

男男男男 性性性性

（凡例）

（％） 

（％） 

2 
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１ ੬ુ峢の৶ੰയ進 

 町民一人ひとりが、男女共同参画について理解を深めていくことは、誰もが自分らしく、一人

の人間として尊重される社会をつくっていく上で欠かせないことです。 

 慣習やしきたりなど、長い年月をかけて形成されたものを変えることは簡単なことではありま

せんが、これからも意識啓発や学習機会の提供を継続し、男女共同参画への理解促進を図ります。 

 また、国際交流を通じて多文化への理解を深めます。 

具体的な取り組み 担当班 
卂匩匊等勪掟をᅿ成するための学習機会の充実を図ります 社会文化班 
会津坂下町国際卦及匞会による本指教室や勭国の厄৶教室など様رな活動の
充実を図ります 

政策企画班 
地域社会に岴岻る本人と勭国人卫者との相൩৶解を図るための活動び情報
発信に取り組みます 

 

２ ੬ಉ・人権ઇ育の推進 

すべての町民が多様な生き方を選択できる社会を実現し、次世代を担う子どもたちが豊かな人

間性と多様な能力を発揮できるように、幼少期から男女平等・人権教育を推進していく必要があ

ります。 

 また、教育関係者や保護者に対する研修の充実や啓発を進めます。 

具体的な取り組み 担当班 

人権尊重の学習機会として、人権教室を幼稚園や小中学校・高校等で実施します 
叐ආ環境班 

人権に関する相談窓口として人権相談会を実施します 
幼稚園や小中学校を対象に、人権教育開発事業として「インターネットによる人権侵
害」「いじめ」「性的匦匇、性ঽ認」等の事業をষいます 教育総務班 
小中学校に岴いて「匠ఐ」の౸業をষいます 
認知症を匁しく৶解し、認知症の人やその家族を応援する認知症サポーターの充実
を図ります 

保叁ফস班 

捘厮ফ嵄ラン崮ィ崊を推進し、子どもた峋の掿岵な人性を育みます 社会文化班 

施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向    ～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～    

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲    

１１１１．．．．男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画へのへのへのへの理解促進理解促進理解促進理解促進    

２２２２．．．．男女平等男女平等男女平等男女平等・・・・人権教育人権教育人権教育人権教育のののの推進推進推進推進    

３３３３．．．．あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶    
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３ あら峰るചৡのஉബ 

 すべての人が安心して暮らすために、暴力は、その対象の性別や間柄を問わず、決して許され

るものではありません。暴力の根絶は、男女共同参画社会の実現のために克服すべき重要な課題

です。とりわけ DV（配偶者等からの暴力）や虐待は、親密な関係において行われるため外部か

らの発見が困難で被害が深刻化しやすいことから、社会全体で解決に取り組む必要があります。 

具体的な取り組み 担当班 

関係機関と連携し、被害者への支援や被害防止対策を実施します 
子ども支援班 DV 等の問題対応するための相談窓口の充実を図ります 

DV 等の勧২を南くఢ知し、被害のཎ厪化を防岸ます 
高齢者ྦ挊を拱期発ৄするため相談機能の充実を図ります 保叁ফস班 

 

 

 

 

 

（DV を受けたことがあると回答した方のみ） 

Q どこかに相談したり、誰かに打ち明けたりしましたか？ 

 

0.0

0.0

2.6

0.9

0.0

0.9

0.0

7.9

0.0

0.9

90.4

92.1

81.6

91.2

90.4

8.8

7.9

7.9

7.9

8.8

身体的暴力

性的暴力

精神的暴力

経済的暴力

子どもを巻き込んだ暴力

何度も受けた １、２度受けた されたことはない 無回答

（％）

男男男男 性性性性

2.1

1.4

9.9

7.7

1.4

4.9

3.5

11.3

1.4

3.5

91.5

93.7

77.5

89.4

93.0

1.4

1.4

1.4

1.4

2.1

身体的暴力

性的暴力

精神的暴力

経済的暴力

子どもを巻き込んだ暴力

（％）

女女女女 性性性性

45

69

55

31

男

女

相談した

相談しなかった

Ｑこれまでに DV（ଦ၉からのചৡ）をਭけたこと岶ありますか？（Ｒ１ড়ਔ調ਪより） 

（％） 
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● これまで、「審議会、委員会等への女性登用３０％」を目標に取り組みを進めてきましたが、 

 平成３１年４月現在では、未達成となっています。 

  あらゆる政策・方針決定過程の場において男女が平等に参画できる機会を確保するためにも、

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を推進していく必要があります。 

● 女性管理職が全体の半数以下の事業所に、少ない理由を尋ねたところ、最も多かった意見は“女

性自身が管理職になることを望んでいない”であり、他に“家庭の負担が多く、長時間労働を要

求できない”などの回答がありました。 

「だれもが自己の能力を自らの意思に基づいて発揮することができる社会」を実現するために、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図る環境づくりが必要です。また、女性のエ

ンパワーメント※を促進していく必要があります。 

● 県の調査では、東日本大震災及びその後の原子力災害では、避難所運営や生活用品などの備蓄、

調達等について、女性や多様な背景を持つ人々のニーズが十分に反映されていなかったと報告さ

れています。また、固定的な性別役割分担により家庭的責任が女性に集中したことや、女性に対

する性暴力の増加なども指摘されています。 

  多様な人々の違いに配慮するため、防災計画や災害対応において、男女共同参画の視点に立っ

た取り組みを進めます。 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

基本目標 Ⅱ ৌಉなয়ৃで社会を૿う 

そうだよね。 

でも、当事者でないとわからない問題も

あるから、いろんな立場の人が意見を出

すことは必要だと思うよ！ 

なんでもかんでも「男女」を一緒にすればいいって

考え方には違和感があるなぁ。性差があるんだから、

全て同じにするのは無理じゃないかなぁ。 
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役職等 女性の割合 

町議会議員 ２５．０％２５．０％２５．０％２５．０％ （４/１６人） 

区長・自治会長  ３．７％３．７％３．７％３．７％ （３/８１人） 

防災会議  ２．８％２．８％２．８％２．８％ （１/３６人） 

ＰＴＡ会長・副会長 １３１３１３１３．０％．０％．０％．０％ （３/23 人） 

教育委員会委員 ４０．０％４０．０％４０．０％４０．０％        （２/５人） 

民生・児童委員 ４１．２％４１．２％４１．２％４１．２％（２８/６８人） 

 

災害時に直面する問題は、一人ひとり違います。地域に暮らす多様な人の「違い」に 

配慮した体制・支援が必要です。 

≪≪≪≪防災会議防災会議防災会議防災会議でででで避難方法避難方法避難方法避難方法についてについてについてについて話話話話しししし合合合合うううう場面場面場面場面≫≫≫≫    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

50人未満

（16事業所）

50人以上

100人未満

（5事業所）

100人以上

150人未満

（0事業所）

150人以上

（3事業所）

女性従業員 44% 46% 0% 61%

女性管理職 12% 47% 0% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 （（《同類が集まった会議》 

性జ৩・性ଵ৶ૻ૨（Ｒ１ড়ਔ調ਪ岧事ਚ岨より） 

৩会ಉでの性のః৷状況（ਛ３１ফ４াৎਡ） 

孫
と
高
齢
の
母
だ
け
が

家
に
い
る
と
き
に
地
震

が
来
た
ら
こ
わ
い
な
ぁ
。 

そ
う
で
す
ね
。 

全
世
帯
に 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を 

配
り
ま
し
ょ
う
。 

引
越
し
て
き
た
ば
か
り

で
、
地
図
を
見
て
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
。 

地
区
の
避
難
訓
練

に
は
参
加
し
た
こ

と
が
あ
る
け
ど
、 

出
先
で
災
害
が
起

き
た
ら
上
手
く
非

難
で
き
る
か
心
配
。 

ば
ん
げ
に
は 

日
本
語
が 

読
め
な
い
人 

も
い
る
よ
。 

多様な人に配慮するためには、計画をつくる段階から多様な視点を取り入れることが必要です。 

会津坂下町役場会津坂下町役場会津坂下町役場会津坂下町役場のののの女性女性女性女性登用状況は？登用状況は？登用状況は？登用状況は？    

（平成３１年４月時点）（平成３１年４月時点）（平成３１年４月時点）（平成３１年４月時点）    

・課長補佐担当職⇒17.5％ 

・課長担当職  ⇒11.1％ 

※女性活躍推進法の規定により、町は「事業

主」として「特定事業主行動計画」を策定

し、毎年実績を報告しています。 

同類が集まった会議 多様な人が集まった会議 
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１ ੁ্ଉৠ定のৃ峢の性のയ進 

 誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて、町の政策に多様な視点を取り入れるため、庁内の関

係各課と連携し、政策方針を決定する各種審議会や委員会等への女性の参画を拡大します。 

 
具体的な取り組み 担当班 

町の厰捶拥৮会等への匩性のః৷び匩性厴画を推進します 全庁 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ポジティブ・アクション（積極的是正措置）ポジティブ・アクション（積極的是正措置）ポジティブ・アクション（積極的是正措置）ポジティブ・アクション（積極的是正措置）とは 

 

 さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善 

するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、参画 

する機会を積極的に提供するものです。 

      男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として 

規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含ま 

れています。    

審議会等への女性登用のための目標設定 

        女性管理職登用への研修・昇進の機会の提供など 

 

 

 

「女性優遇」とは違います。 

施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向    ～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～    

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲    

１１１１．．．．政策方針決定政策方針決定政策方針決定政策方針決定のののの場場場場へのへのへのへの女性参画女性参画女性参画女性参画のののの促進促進促進促進    

２２２２．．．．女性女性女性女性のののの人材育成支援人材育成支援人材育成支援人材育成支援    

３３３３．．．．防災防災防災防災におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    
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2 性の人౫育ਛ支援 

一人ひとりが持つ潜在能力を発揮し、社会参画やさまざまな課題解決に向けて主体的に考え行

動できるよう、女性のエンパワーメントのための教育・学習活動の充実を図ります。 

 
具体的な取り組み 担当班 

人材育成のための学習機会を提供します 社会文化班 
 
 

3 ଆ಼における੬ુの推進 

防災計画や災害対応において、男女共同参画の視点に立ち、多様な価値を尊重できるよう、施

策・方針決定過程への女性の参画を促進します。 

 
 

具体的な取り組み 担当班 
防಼ธಫへの匩性厴画を推進します 捦機拻৶室 

 
 
 
 

災害時に、近隣住民の救助を行ったのは、「高齢の女性たち」だったという事例もあります。 

災害は、いつ起こるかわからないため、被災時にどんなメンバーで活動するかわかりません。

「助ける側」と「助けられる側」といった固定観念で区別せず、それぞれが主体的に行動できる

ように、それぞれの特性に応じた判断や行動の訓練をすることが大切です。 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

農作業してるから、 

筋力には自信があるの。 近所のことなら、 

なんでも知ってるしね。 
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● 町内事業所のうち、育児休業制度の規定がある事業所は９２％、介護休業制度の規定がある 

事業所は８０％でした。規定がない事業所においても、“便宜的に対応している”または“該

当者がいない”が大半であり、育児・介護制度については、整備が進んでいるようです。しか

し、十分に制度を活用できていない実態もあります。必要な人が制度を活用できる環境づくり

が必要です。 

● 「希望する生活」と「実際の生活」については、男女ともに、仕事・家庭生活・地域や個人

の生活をそれぞれの立場に合わせてバランスよく暮らしたいと思いながらも、多くの人が希望

どおりに過ごせていないのが現状です。一人ひとりが、より充実した生活を送れるよう、「ワ

ーク・ライフ・バランス」についての正しい理解と、働き方の見直しが必要です。 

● １０年前と比べ、女性が職業を持つことについて、“子どもができてもずっと職業を持つ方

がよい”と考える人が男女ともに大幅に増えています。また、８８％の事業所が女性従業員に

対し、“結婚、出産にかかわらず仕事を継続”することを望んでいます。 

 女性に限らず、就業を希望するすべての人が、それぞれの希望に応じた働き方を実現し 

 仕事を継続できるよう支援していく必要があります。 

 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

≪町民意識調査（事業所）より≫ 

事業所を対象に行った町民意識調査では、このような意見もありました。 

基本目標 Ⅲ 働きやすい環境を整える岧匩性活ඩ推進১市町村推進計画】 

職種、職務内容が男性型（力仕事が多い）と認識さ

れているため、女性の入社が少ない現状ですが、機械

対応への移行が進んでいるので、女性も活躍できる職

場になっています。 

改善が進んでいることを、知ってもらえる機会があ

ると良いです。 
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仕事優先

4 

3 

家庭生活

優先

18 

18 

地域や

個人の生活

優先

4 

3 

仕事と

家庭生活

優先

33 

36 

仕事と地域

や個人の

生活優先

13 

9 

家庭生活と

地域や個人

の生活優先

11 

8 

仕事と家庭

と地域や個人

の生活優先

17 

23 

わからない

1 

無回答

1 

1 

凡例

男性

女性

（凡例）

仕事優先

39 

36 

家庭生活

優先

4 

16 

地域や

個人の生活

優先

4 

2 

仕事と

家庭生活

優先

18 

31 

仕事と地域

や個人の

生活優先

16 

2 

家庭生活と

地域や個人

の生活優先

5 

6 

仕事と家庭

と地域や個人

の生活優先

9 

4 

わからない

3 

4 

無回答

3 

凡例

男性

女性

軸ラベル軸ラベル軸ラベル軸ラベル

（凡例）

Q 現在の生活であなたの希望に近いものはどれですか？（Ｒ１ড়ਔ調ਪより） 

Q 実際の生活に近いものはどれですか？（Ｒ１ড়ਔ調ਪより）   

仕事の責任や地域の

役職が年々増えてき

て余力がない・・・。 

仕事と家庭を

両立すること

で精一杯。 
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結婚、出産にかかわ

らず、仕事を継続

88%結婚するまで 0%

出産するまで 0%

育児が一段落してか

ら再び働く. 8%

無回答. 4%

町民意識調査より

26.9%
10.3%

20.5%

11.5%

9.0%

7.7%

12.8%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

従業員の定着につながる

優秀な人材の採用につながる

従業員の仕事への意欲が向上する

従業員の能力を生かすことができる

企業のイメージアップにつながる

コストが削減できる

業務を見直し、生産性が向上する

企業にとって負担が大きい

特にない

わからない

その他

無回答

Ｑ性岶をつことについてどう考えますか？（Ｒ1 ড়ਔ調ਪより） 

1.8%

0.9%

3.5%

64.9%

13.2%

7.9%

4.4%

3.5%

0.0%

2.1%

4.2%

70.4%
13.4%

4.2%

4.9%

0.7%

・職業を持たないほうがよい

・結婚するまでは職業を持つ方がよい

・子どもができるまでは

職業を持つ方がよい

・子どもができても、

ずっと職業を続ける方がよい

・子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業を持つ方がよい

・わからない

・その他

・無回答

男性 女性

Ｑ性జ৩岶いつまで働くことを望みますか？（Ｒ1 ড়ਔ調ਪ岧事ਚ岨より） 

Ｑワーク・ライフ・バランスの取り組みについて、どのようにお考えですか？（Ｒ1 ড়ਔ調ਪ岧事ਚ岨より） 

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
あ
わ
せ
て
柔
軟
に 

対
応
で
き
る
社
会
に
な
っ
て
欲
し
い
。 
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１ ౻৷・ௌ働環境の整と性活ඩのയ進 

 働くことを希望する人が、個性や能力を発揮し、多様な働き方ができるよう関係機関と連携し

ながら情報発信を行います。 

また、女性が職業生活において活躍するためには、男性の家事・育児等の家庭生活への参画が

重要です。男性自身のキャリア形成においても、家庭生活への参加は、マネジメント力の向上や

視野の広がりなど、効果的なものと考えられます。男性が家庭生活へ積極的に参画できるようサ

ポートを行います。 

具体的な取り組み 担当班 
関係機関と連携し、企業・事業勰への卂匩厗厴画の考え方やハラスメント防止
のཟ発をষいます 

商工観光班 
ハラスメント等の相談窓口の設置を検討します 
卂匩厗厴画に匇岻て事業を取り組む企業への相談窓口の設置を検討します 

2 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

ワーク・ライフ・バランスは、育児中や介護中など一部の限定された方だけのものではなく、

「すべての人」にとって必要な考え方です。一人ひとりが、ワーク・ライフ・バランスを正しく

理解し、充実した人生を送れるよう関係機関と連携し取り組みます。 

 また、個人の生活の充実を図るため、文化活動やスポーツ活動に参加しやすい環境づくりに努

めます。 

具体的な取り組み 担当班 
卐ๆ市町村と連携した婚活事業を実施します 政策企画班 
パートタイ嵈などঽীにあ峍た働き方や業・卭厯への情報提供をষいます 商工観光班 
文化活動やスポーツ活動の情報提供・相談窓口の充実を図ります 社会文化班 
育児等の援捉を匃岻たい人と援捉をষいたい人とをコーディネートし、仕事と家庭の
厥য়・子育て家庭の支援をষいます 

子ども支援班 

 
 
 

性別等による向き不向きは、あって当然。 

でも、一方的に「女性（男性）には無理」と 

決めつけないで。チャンスは平等にあるといい。 

施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向    ～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～    

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲    

１１１１．．．．雇用雇用雇用雇用・・・・労働環境労働環境労働環境労働環境のののの整備整備整備整備とととと女性活躍女性活躍女性活躍女性活躍のののの促進促進促進促進    

２２２２．．．．ワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスの推進推進推進推進    

（（（（仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和））））    
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 Ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪プラン策定ワーキンググループ・町民意識調査等での意見≫ 

 「男女平等」「男女共同参画」の答えは一つではありません。 

 誰もが住みやすい社会になるよう、すべての人が主体的に考え、行動に移すことが大切です。 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

● 女性労働力に対する需要が高まり、活躍の場が増える一方で、非正規雇用労働者やひとり親な

ど、困難を抱える女性も増加傾向にあります。女性が抱える困難は複合的なものも多く、社会的

に孤立している場合もあります。問題を早期に発見し、関係機関が連携して支援していくことが

重要です。 

● 社会構造の変化により、年齢にかかわりなく意欲と能力がある限り働き続けることができる場

が増えています。「働きたい」と希望する人が、健やかにいきいきと活躍し続けられるよう、健

康増進・健康保持に関する支援が必要です。 

● 年齢や障害の有無に関わらず、すべての人が地域社会で自立し、生きがいをもって生活するこ

とができるための福祉サービスと環境整備を進めていく必要があります。 

● 家事を積極的に行う男性が増えつつありますが、依然として家庭での女性の負担は大きいよう

です。一人に負担が偏ることのないよう、家庭内での男女共同参画の普及・啓発を推進すると 

ともに、誰もが気軽に相談できる支援体制の整備が必要です。 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

基本目標 Ⅳ 安心して暮らせる社会を築く 

「男女」で語らず、個人を

尊重して認め合おう。 

男性は力仕事をしてくれて

るから、女性が家事をする

のも嫌だと思わないなぁ。 

（主婦より） 

「思いやり」が大切。 

若い世代は、性別による「不平

等」を感じたことがある人は 

少ないんじゃないかな？ 

（２０代より） 

昔からの慣習も 

必要だと思う。 

行動することは「すごい」こと！ 

みんなで褒め合うまちにしよう。 

管理職の男女比って

重要なの？ 
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いつも

14

24

16

19

17

38

9

9

分担して

11

13

11

4

20

25

24

18

時々

45

46

57

29

41

18

21

17

やらない

22

10

9

38

11

8

4

7

該当なし

5

5

4

7

7

8

38

45

無回答

3

3

3

4

4

3

5

4

凡例

食事の支度

食事の後片付け

掃除

洗濯

ふだんの買い物

地域の行事参加

子どもの世話や教育

家族の介護や世話

（％）

男男男男 性性性性 （凡例）

いつも

68

59

50

66

62

28

42

27

分担して

17

29

33

20

23

34

30

19

時々

11

9

15

6

10

23

4

5

やらない

3

2

1

6

4

11

1

5

該当なし

1

1

1

1

1

3

23

44

無回答

1

1

1

1

凡例

食事の支度

食事の後片付け

掃除

洗濯

ふだんの買い物

地域の行事参加

子どもの世話や教育

家族の介護や世話

（％）

女女女女 性性性性
（凡例）

Ｑあなたはੇ൦で、どのங২ষ峍ていますか？（Ｒ1 ড়ਔ調ਪより） 
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１ 生涯を通じた健康づくりの支援 

すべての町民が、生涯にわたり、思春期、更年期、高齢期などのライフステージに応じた身体

と心の健康管理・保持増進を図っていけるよう、総合的な支援を進めます。 

 特に、女性に対しては、妊娠から出産・育児まで一貫した支援を行います。 

具体的な取り組み 担当班 
介護予防教室を開催し、高齢者の健康保持を図ります 

保叁ফস班 
高齢者の通いの場の充実、地域支え合い活動を支援します 
妊娠中の健康相談等による支援をষいます 

福祉健康班 
育児に関する保健ప等による支援をষいます 
思春期の悩みに対しスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを学校に配置し
支援をষいます 

教育総務班 

2 すべての人にやさしい福祉の充実 

 高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス等の充実を図りま

す。また、育児・介護に関わる家族の負担軽減のため、相談体制や支援体制を充実させます。 

さらに、様々な面で困難を抱える人に対し、関係機関が連携を強化して支援を行います。 
具体的な取り組み 担当班 

高齢者総合相談窓口である地域包括支援センターの機能強化を図ります 保叁ফস班 
拴体ྼ峙ಖ卡に中২・重২の揃がいを卻する 20 歳未満の児童を監護している保護
者に対し手当を支給します 

子ども支援班 

育児勘安等を್えた学の幼児を養育する家庭に対し、訪問による育児相
談、家事等の支援をষいます 
育児勘安等を್えた 18 歳未満の子のいる家庭をヘルパーが訪問し、家事や育児の
支援をষいます 
幼児健൧等に岴いてཔした勘安を್える保護者をාい、厦卄の中で遊びを通し
た子の様子を確認したりできる親子のふれあう場を提供します 
親子の卦及の場や子育て関連情報を提供し、ಡせて子育て相談もষいます 

妊娠期岵ら小学校ো学までを目ಥに、卲れ目のない子育て支援を提供します 
子ども支援班 
福祉健康班 

地域ে活支援ು勷整厵による支援をষいます 福祉健康班 
ＤＶ等の問題に対応するため、関係機関の連携強化を図ります 全庁 

施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向施策の基本的方向    ～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～～課題解決のためにすすめること～    

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲    

１１１１．．．．生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの支援支援支援支援    

２２２２．．．．すべてのすべてのすべてのすべての人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    
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第３章 プランの推進 
 

 男女共同参画社会形成に向けて、このプランを実現するためには、行政のみならず、

事業者等の関係団体と連携をとり、町民の方々の理解と協力を得ながら取り組んでいく

ことが必要です。 

 このため、推進体制を整備しながら、各年度の進捗状況を的確に踏まえ、町民の方々

のご意見を幅広く取り入れながらプランを推進していきます。 

 

 

 

 男女共同参画に関する施策の総合的な推進体制を一層充実させ、他機関等との連携強

化を図り、プランの着実な推進を行います。 

 

①役場内の推進体制 

  役場内の横断的組織を中心として総合的な企画調整を図りながら、プランの着実な

推進を行います。 

  また、職員研修や職場環境づくり等を通じ、職員の意識啓発を進めるとともに、男

女共同参画の視点に立って各種施策を進めます。 

  

 ②町全体での推進体制 

  事業者、関係機関、各種団体等と連携・協働し、取り組みを進める必要があること

から、広域的な視点に立った推進に努めます。 

 

 

 

プランに基づく施策の進捗状況を、年度毎に担当班からの報告により的確に把握・検

証し、施策の進行管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）推進体制 

（２）推進状況の検証 
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会津坂下町男女共同参画推進会議では、啓発活動の一貫として、 

毎年「男女共同参画川柳コンクール」を開催しています。 

 令和元年度で１４回目を迎え、これまでに６，８８７作品の応募が 

ありました。 

 入選作品の一部をご紹介します。 

 

第１回（平成１８年度）特選 

「男でも 介護はできる 親だもの」 

    第２回（平成１９年度）特選 

           「モテ男 てきぱきこなす 家事・仕事」 

第６回（平成２３年度）特選 

「忙しい 母を助ける 父自慢」 

第８回（平成２５年度）特選 

「ジョーと八重 敬いあって 夢叶え」 

第１０回（平成２７年度）特選 

「腕上げた 父のチャーハン 母の味」 

第１２回（平成２９年度）特選 

「どうしたの？ その一言で 救われる」モ 

第１４回（令和元年度） 特選 

       「ありがとう 伝わる感謝 広がる笑顔」 

 

じ自分らしく生きよう！ 

男女共同参画川柳コンクール 
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参 考 資 料 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいづばんげ男女共同参画プラン」改定経過 

○会津坂下町男女共同参画プラン策定委員会委員名簿 

○会津坂下町男女共同参画プラン策定委員会専門部会 

（ワーキンググループ）委員名簿 

○男女共同参画基本法 
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岣あいづ峚峽岼੬ુプラン岤改ၖ৽ૌ 
月月月月    日日日日    会議名等会議名等会議名等会議名等    内内内内    容容容容    

平成 30 年 

１０月２４日 

第１回 

策定委員会 

・プラン改訂に関する趣旨説明 

・プラン改訂方法及びスケジュール説明 

平成 30 年 

 １０月２４日 

第１回 

ワーキンググループ会議 

・プラン改訂に関する趣旨説明 

・プラン改訂方法及びスケジュール説明 

平成３１年 

  ２月１３日 

第２回 

ワーキンググループ会議 

・グループワークによる町民意識調査票の

作成 

平成３１年４月

～令和元年６月 町民意識調査の実施 

・町民意識調査票の配布及び集計 

町民一般 257/400 件（64.3％） 

事業所   25/30 件 （83.3％） 

令和元年 

８月９日 

策定委員会・ワーキンググ

ループ合同研修会 

・町民意識調査の集計結果 

・男女共生センター館長 千葉悦子先生の

講演「男女共同参画をなぜすすめていか

なければならないのか」 

令和元年 

９月５日 

第３回 

ワーキンググループ会議 

・グループワークによる町民意識調査の 

分析 

令和元年 

１１月１４日 

第４回 

ワーキンググループ会議 

・プラン改訂（素案）について 

令和元年 

 １２月１２日 

第２回 

策定委員会 

・プラン改訂（素案）について 

令和元年 

 12 月２５日 

～令和２年 

  １月２４日 

パブリックコメント ・プラン改訂（素案）に対するパブリック

コメント（意見公募）の実施 

 

令和２年 

  ２月１８日 

定例教育委員会  ・プラン議決 

令和２年 

  ３月議会 

会津坂下町議会 

文教厚生常任委員会 

全員協議会 

・プラン報告 
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会津坂下町男女共同参画プラン策定委員会委員名簿 

 氏  名 団体・組織名 

１ 広 瀬 忠 康 会津坂下町工業振興協議会代表 

２ 渡 部 勝 康 区長・自治会長会代表 

３ 佐  宗 太 会津坂下町商工会青年部代表 

４ 小 池 孝 子 更生保護女性会坂下支部代表 

５ 佐  迪 夫 会津坂下町民生児童委員協議会代表 

６ 梅 宮   泰 坂下高等学校代表 

７ 安 田 修 久 会津農林高等学校代表 

８ 神 内   透 小・中学校代表 

９ 和 田 至 法 会津坂下町 PTA 連絡協議会代表 

１０ 歌 川 み い ＪＡ会津よつば女性部坂下支部代表 

１１ 目 黒 留美子 会津坂下町商工会女性部代表 

１２ 猪 股 範 子 坂下婦人会代表 

１３ 佐 竹 和 代 国際ソロプチミストばんげ代表 

１４ 佐 藤 房 枝 
会津坂下町男女共同参画推進会議 

１５ 山ノ内 貞 夫 

 

会津坂下町男女共同参画プラン策定委員会専門部会（ワーキンググループ）委員名簿 

 氏  名 団体・組織名  氏  名 団体・組織名 

１ 齋 藤 小夜子 

会津坂下町 

男女共同参画 

推進会議委員 

19 二 瓶   隆 会津坂下町 

男女共同参画 

推進会議委員 

２ 鈴 木  伸 司 20 池 田 英 俊 

３ 星   博 美 21 山 口 孝 之 

４ 大 竹 京 子 22 神 内   透 

５ 佐 藤  房 枝 23 荒 井 康 之 総務課行政管理班 

６ 齋 藤 憲 子 24 佐 藤 真奈未 政策財務課政策企画班 

７ 山ノ内 貞 夫 25 水 野 孝 之 生活課福祉健康班 

８ 武 藤 美 香 26 佐 藤 暢一郎 産業課農林振興班 

９ 桑 原 ひとみ 27 遠 藤 淳 史 産業課商工観光班 

10 宮 本 あけみ 28 小 林 正 明 教育課教育総務班 

11 田 部 武 志 29 五十嵐 隆 裕 子ども課子ども支援

12 佐 藤 純 枝 30 青 木 睦 昭 教育課 

13 林 出 敏 子 31 田 部 嘉 之 

教育課社会文化班 

14 五十嵐 近 子 32 五十嵐 美 保 

15 齋 藤 康 徳 33 渡 部 政 也 

16 佐 藤 光 成 34 長 峯 麻 美 

17 成 田 のぞみ 35 田 辺 弥恵子 

18 関 本 義 光    
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男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法（（（（平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年６６６６月月月月２３２３２３２３日公布法律第日公布法律第日公布法律第日公布法律第７８７８７８７８号号号号）））） 
前文 

第１章 総則（第１条Ü第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成に関する基本施策（第１３条Ü第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条Ü第２８条） 

附則 

【前文】 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置づけ、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を

図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向か

って国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

【基本理念】 

１．男女の人権の尊重 

  男女の個人としての尊厳を重んじ、男女が性別による差別的取扱いを受けないようにしながら、

個人としての能力を発揮する機会が確保され、かつ人権が尊重されること。 

２．社会における制度又は慣行についての配慮 

  性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものになるように配慮すること。 

３、政策等の立案及び決定への共同参画 

  男女が社会の対等な構成員として、政策又は民間団体等における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されること。 

４．家庭生活における活動と他の活動の両立 

  家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活におけるすべての活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、以外の活動も行うことができるようにすること。 

５．国際的協調 

  男女共同参画社会の形成の促進は、国際社会における取組みと密接であることから、社会形成に

向けて、国際協調の下に行うこと。 

 

【基本的な施策】 

１．国の男女共同参画基本計画の策定 

２．都道府県男女共同参画計画等の策定（市町村は、努力義務） 

３．施策の策定等に当たっての配慮 

４．国民の理解を深めるための措置 

５．苦情の処理等 

６．調査研究 

７．国際的協調のための措置 

８．地方公共団体及び民間の団体に対する支援 

 

【国・地方公共団体及び国民の役割】 

◎ 国は、男女共同参画社会の形成についての基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し、実施す

る。 

◎ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、実施する。 

◎ 国民は、職域、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいづばんげ男女共同参画プラン ～あいづばんげ なのはなプラン～ 

（令和２年度～令和６年度） 

発行：会津坂下町教育委員会 教育課社会文化班 

    福島県河沼郡会津坂下町字五反田 1310 番地 3 

    ℡ 0242-83-3010  Ｅ-mail  cyuou@town.aizubange.fukushima.jp 

 


